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忘
れ
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を
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令
和
８
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知

書
を
４
月
１
日
に
発
送
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
限
ま

で
に
最
寄
り
の
金
融
機
関
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
土

地
・
家
屋
の
所
在
地
や
価
格
な
ど
の
課
税
内
容
を
記
載
し

た
課
税
明
細
書
を
添
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い(

11
件
以
上
の
場
合
は
別
途
送
付)

。

　
固
定
資
産
の
価
格
な
ど
を
記
載
し
た
帳
簿
の
縦
覧
に
よ

り
、
自
己
の
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
と
他
の
土
地
・
家
屋

と
の
比
較
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
納
税
義
務
者
ご
と
に
土
地
・
家
屋
の

所
在
地
や
価
格
な
ど
の
課
税
内
容
を
記

し
た
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
写
し
の
交

付
を
申
請
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
賦
課

決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
納
税
通

知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
３
カ
月

以
内
の
間
、
文
書
で
審
査
請
求
が
で
き

ま
す
。
詳
し
く
は
、
資
産
税
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
価
格
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、

納
税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら

３
カ
月
以
内
の
間
、
文
書
で
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
に
審
査
の
申
し
出
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
窓
口
に
お
越
し
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
、
申
請
者
本
人
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
納
税
義
務
者
本

人
以
外
に
同
一
世
帯
の
親
族
、
相
続
人
、

委
任
を
受
け
た
人
な
ど
も
申
請
が
可
能

で
す
が
、
相
続
人
の
場
合
は
被
相
続
人

の
死
亡
と
相
続
関
係
が
分
か
る
戸
籍
謄

本
、
委
任
を
受
け
た
人
の
場
合
は
委
任

状
が
必
要
で
す
。

　
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
の
際
に
は
、

お
手
元
に
納
税
通
知
書
お
よ
び
課
税
明

細
書
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
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期　別
第１期
第２期
第３期
第４期

納期限
４月30日(木)
７月31日(金)
12月25日(金)
来年３月１日(月)
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